
【R3:先－5】 令和３年度 市・県一体型道路等包括管理等導入可能性

調査業務 （実施主体：静岡県下田市）

下田市基礎情報（R4.1.31時点）
・人口:20,448人
・面積：104.38km2

事業／施設概要

目的・これまでの経緯【事業分野： 道 路 】 【対象施設： 道路施設等 】 【事業手法： 包括的民間委託 】

調査のポイント

市・県一体型の包括管理として、その発注事務のあり方や事業スキームの検討を行い、
検討フェーズに応じた段階的なサウンディング調査を通じて導入可能性を評価した。
サウンディング調査と合わせて、想定する事業スキームとの親和性の観点から選定した
新技術について実証実験を行い、事業スキームへの適用性を評価した。

事業対象（調査対象）は、下田市内における下田市または静岡県（下田土木事
務所）が管理する道路等について、従来から発注又は直営で実施している道
路管理に係る業務等を中心とした、市・県一体型の包括管理とする。
官民双方の課題を踏まえて、改善目的を明確化し、改善方策としての包括的
民間委託の事業スキームを検討する。

分類 種別 施設数等

道路 一級市道 40.1 km

二級市道 32.4 km

その他の市道 163.7 km

計 236.2 km

橋りょう 203 橋

1.8 km

トンネル 11 箇所

分類 種別 施設数等
道路 一般国道 26.5 km

主要地方道 8.8 km
一般県道 12.4 km
計 47.8 km

橋りょう 51 橋
0.8 km

トンネル 9 箇所
シェッド・大型カルバート 4 箇所
横断歩道橋 2 橋
門型標識等 1 基

（下田市） （静岡県（下田市内））

改善目的➊「担い手の確保」「業務の効率化（職員の負担軽減の観点の含む）」については、主
に「発注規模の拡大（業務の包括化）」、「契約期間の複数年化」やそれらに対応するために必
要な「複数企業による共同受注」が改善方策として有効と考えられる。
改善目的➋「民間事業者の能力の活用」については、適宜上記の改善方策に加えて、主に「性
能規定型契約」や「民間資金の活用」が改善方策として有効と考えられる。
なお、発注規模の拡大や契約期間の複数年化等によっても、業務内容に応じた効率化が促さ
れれば、あるいは事業者側にとっても最大限の効率化を図るため、新技術等含めたノウハウの
活用も期待しうるものと考える（⇒想定する事業スキームとの親和性を考慮した新技術の実証
実験を実施）。

【これまでの経緯】
2017年：下田市公共施設等総合管理計画策定
2019年～2020年：自動運転実証実験※
※しずおか自動運転ShowCASEプロジェクト
⇒道路の維持管理水準の低下や不均一化の懸念
2021年：本調査

【目的】
課題の段階的な改善や新技術
の導入促進等による持続可能
な維持管理の仕組みの実装を
目指し、市・県一体型管理の導
入可能性を検討すること

【想定される包括的民間委託の初期スキーム（理想像）】
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（実施主体：静岡県下田市）

調査結果

事業化に向けた今後の展望

本調査は下図のフローのとおり実施した。

関連法令・事例等の整理の結果、市・県一体型の包
括管理の発注体制については、管理者間の「事務の
委託」のほか、「発注事務のみ委任し、契約（管理）
は市・県双方が当事者となる方法」も考えられる。
段階的なサウンディング調査等の結果、次のとおり
導入段階で想定する事業スキームを検討した。

段階的なサウンディング調査を通じて、特に勉強会
や個別事業者ヒアリングの対象事業者においては、
サウンディング前と比較して、本事業の理解・意識の
醸成を図れた。

対象地域：下田・本郷地域を含む一定のエリア
対象業務：小規模修繕等（市・県）＋道路除草（県）
契約期間：単年度から試行
要求水準：個々の業務は従来の仕様規定を基本
受注形態：従来の担い手を中心としたＪＶを基本

R3年度 R4年度 R5年度

導入可能性調査
・想定する事業スキームの検討
・サウンディング等による導入可能性
評価と課題の整理 等

事業化準備 第一期事業開始
・業務発注に必要な各種図書の作成
・発注事務の委任等に係る市と県の間の協定等の検討・締結
・事業者募集・選定⇒契約締結

■事業スキーム 導入段階の事業スキーム

■新技術適用の可能性 ■市・県一体型の包括管理の導入意義・効果

■主な検討課題・留意点等

① 市にとっても事業規模が確保しやすくなること
県の業務との包括化は、事業規模の確保やそれらに伴う包括的民間委
託導入の促進の観点から有効

② 市・県の道路管理の連携による管理の質の向上が促されること
事業の当事者となる市、県、受注者（民間事業者）の三者による情報共
有・連携の促進による維持管理の質の向上（効率化等）

市・県・事業者の三者の情報共有の円滑化
包括委託事業者と直営職員の連携促進
即時性・継続性のあるデータ取得
現地確認の効率化（省力化）
データ起点の管理への転換

民間事業者への継続的な説明
適正な管理経費（予算）の確保
市・県双方で従来業務の発注・
契約期間の足並みを揃える必要
柔軟な参加要件の検討 等


